
- 1 - 

     近畿農政局地方参事官室（京都府担当）からのメール情報 第 165 号 

               2023.４.25 

  

 各  位 

 

                       近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

           ～～今回お知らせする情報～～ 

 

〇 食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会(第 14 回)の開催について 

 

〇 農業大学校等におけるスマート農業教育について 

 

〇 「第 18 回食育推進全国大会 in とやま」の開催について 

 

〇 棚田の魅力が１枚に！棚田カード第３弾 発行～～棚田めぐりしませんか？～～ 

 

〇 日々の農作業が忙しくて健康管理がおろそかになっていませんか？ 

 

 ❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

〇 食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会(第 14 回)の開催について 

 

  この度、食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会(第 14 回)において「食料・ 

 農業・農村基本法の検証・見直し検討について」の審議を行います。 

 

【開催日時及び場所】 

   日 時：令和５年４月 28 日（金曜日）13 時 30 分～15 時 30 分 

  会 場：農林水産省 7 階講堂 

  所在地：東京都千代田区霞が関 1-2-1 

 

【議 題】 
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  食料・農業・農村基本法の検証・見直し検討について［今後の施策の方向（基本 

 計画等）］ 

 

【傍聴可能人数】 

  現地及びオンラインでの一般傍聴及び報道傍聴を予定しています。 

 （現地での傍聴は 30 名程度、オンラインでの傍聴は 350 名程度） 

 

【申込方法等】 

  傍聴を希望される方は、インターネットにて、以下のＨＰから、「食料・農業・ 

 農村政策審議会基本法検証部会(第 14 回)」の傍聴を希望する旨、御氏名（ふりがな） 

 御連絡先（電話番号、メールアドレス）、差し支えなければ勤務先・所属団体等の 

 名称及びその御連絡先を記入の上、お申込みください。 

 （電話でのお申込みは御遠慮ください。） 

 

 ※申込方法等詳細につきましては、以下のＨＰをご覧ください。 

 「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230421.html 

 ※申込締切 

   令和５年４月 27 日(木曜日）12 時 00 分必着 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 大臣官房政策課計画班 担当者：鈴木、加藤、河村、髙橋 

  代表：03-3502-8111（内線 3086）ダイヤルイン：03-3502-5515 

 

 

〇 農業大学校等におけるスマート農業教育について 

 

【スマート農業教育オンラインコンテンツの公開について】 

  農業大学校等の農業教育機関でスマート農業のカリキュラム化を推進するため、 

 オンラインで受講できるスマート農業教育コンテンツを作成しました。 

  全国の農業大学校や農業高校等における授業や自習での活用だけでなく、スマー 

 ト農業に興味のある農業者等、どなたでも閲覧可能です。 

 

 ※内容等詳細につきましては、以下のＨＰをご覧くさだい。 

 「農業大学校等におけるスマート農業教育について」（農林水産省ＨＰ） 

 https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/smart_kyoiku.html 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 経営局就農・女性課 担当者：農業教育グループ 

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230421.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/smart_kyoiku.html
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  代表：03-3502-8111（内線 5196）ダイヤルイン：0367442160 

 

 

〇 「第 18 回食育推進全国大会 in とやま」の開催について 

 

  農林水産省では、毎年６月の「食育月間」に関連する取組の一層の充実を図るた 

 め、令和５年度の全国的な取組として、富山県との共催により、６月 24 日（土曜日） 

 25 日（日曜日）に「第 18 回食育推進全国大会 in とやま」を開催します。 

 

【概 要】  

  食育推進全国大会においては、食育活動表彰、食育推進のためのブース展示、シ 

 ンポジウム、ステージイベントなどを実施し、来場者に体験活動等を通じて楽しく 

 食育に対する理解を深めていただくとともに、オンラインやデジタルツールを活用 

 したイベント等も実施することで、会場に足を運べなくても全国から当大会に参加 

 することにより食育を広めていきます。 

  食育推進全国大会を通じて、食育について国民への直接的な理解促進を図り、関 

 係者相互の連携を促進します。 

 

【開催日及び場所】 

 日 時:令和５年６月 24 日（土曜日）  午前 10 時から午後５時まで 

        令和５年６月 25 日（日曜日）  午前 10 時から午後４時まで 

 場 所:富山産業展示館（テクノホール）（富山市友杉 1682 ）他 

 

【Web 配信】 

  大会の主なイベントは、オンラインでライブ配信を実施予定です。 

  イベントや出展者の詳細等は大会公式 Web サイトにて随時更新するほか、事前予約 

 が必要なイベントの募集も５月上旬以降、本サイトにて行います。また、食育推進 

 全国大会のチラシは、市町村、県内小学校等に配布するほか、大会公式 Web サイトで 

 も見ることができます。 

 

  ※詳細につきましては、以下のＨＰをご覧ください。 

  「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/230419.html 

 

  「大会公式 Web」（外部リンク） 

  https://shokuiku-toyamataikai-18th.jp/#index 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課 担当者：板垣、朝崎 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/230419.html
https://shokuiku-toyamataikai-18th.jp/#index
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  代表：03-3502-8111（内線 4601）ダイヤルイン：03-3502-5723 

 

 

〇 棚田の魅力が１枚に！棚田カード第３弾 発行～～棚田めぐりしませんか？～～ 

 

  農林水産省では、棚田を訪れるきっかけになることを願い、棚田カードを作成し 

 ており、令和５年４月より、新たに 110 地区の棚田を追加した第３弾棚田カードが 

 配布されます。 

 

【棚田カードプロジェクトとは】 

  棚田は、国土の保全、水源かん養などの多面的機能を有する国民共有の財産です。 

 しかし、厳しい耕作条件等を背景に棚田の保全が難しくなってきています。 

  農林水産省では、このような棚田地域を応援したいという想いから、平成 30 年秋、 

 31 府県の担当者とともに、棚田カードプロジェクトチーム（PT）を立ち上げました。 

 本 PT は、これまで「棚田に恋」というキャッチフレーズで PR を展開し、全国の棚田 

 を紹介する棚田カードを令和元年７月に第 1 弾（31 府県 56 地区）、令和２年 7 月に 

 第２弾（11 県 52 地区）を作成しています。 

  この棚田カードには、棚田を御存知の方はもちろん、棚田を知らない方や馴染み 

 のない方にも棚田の魅力を「行って」「見て」「知って」もらいたい、そして、 

 棚田を含む地域活性化に役立ってほしいという想いを込めています。 

 

  ※詳細につきましては、以下のＨＰをご覧ください。 

  「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/230424.html 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域・日本型直接支払室 

  担当者：篠﨑、山﨑 

  代表：03-3502-8111（内線 5608）ダイヤルイン：03-6744-2081 

 

 

〇 日々の農作業が忙しくて健康管理がおろそかになっていませんか？ 

 

  自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。定期的に健康診断を 

 受けることが、病気の早期発見・早期治療につながります。健康な状態で農作業 

 ができるよう、積極的に健康診断を受診しませんか。 

 

  ※詳細な内容につきましては、以下のＨＰをご覧ください 

 「農業労働力の確保」（農林水産省ＨＰ） 

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/230424.html
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  https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/ 

  

  農業者の皆様へ：定期的に健康診断を受けましょう(PDF：194KB） 

  https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/attach/pdf/index-3.pdf 

 

  農業者の皆様へ：がん検診を受けていますか？（PDF：330KB） 

  https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/attach/pdf/index-4.pdf 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 経営局就農・女性課 担当者：企画グループ 

  代表：03-3502-8111（内線 5190） 

  ダイヤルイン：03-3501-1962 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

 メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメールに 

返信願います。 

 

▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 

------------------------------------------ 

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 

 〒602-8054 

 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

 TEL：０７５-４１４-９０１５ 

 FAX：０７５-４１４-９０５７ 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

------------------------------------------- 
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